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規 則 

 

三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 一 年 六 月 十 六 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

三 重 県 規 則 第 五 十 三 号 

三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 規 則 

（ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 六 年 三 重 県 条 例 第 五 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 六 条

の 二 第 六 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 管 理 者 の 選 定 に 関 す る 委 員 会 （ 以 下 「 選 定 委 員 会 」 と い う 。 ） の 組 織 及 び 運 営

に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 委 員 長 ） 

第 二 条 選 定 委 員 会 に 、 委 員 長 を 置 く 。 

２ 委 員 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。 

３ 委 員 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 選 定 委 員 会 を 代 表 す る 。 

４ 委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め 委 員 長 の 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務 を 行 う 。 

（ 会 議 ） 

第 三 条 選 定 委 員 会 の 会 議 は 、 委 員 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。 

２ 選 定 委 員 会 の 会 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 開 く こ と が で き な い 。 

３ 選 定 委 員 会 の 会 議 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 委 員 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。 

４ 選 定 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 の 出 席 を 求 め 、 そ の 意 見 若 し く は 説 明 を 聴 き 、 又

は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。 

（ 部 会 ） 

第 四 条 選 定 委 員 会 は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ り 、 部 会 を 置 く こ と が で き る 。 

２ 部 会 に 属 さ せ る 委 員 は 、 委 員 長 が 指 名 す る 。 

３ 部 会 に 部 会 長 を 置 き 、 そ の 部 会 に 属 す る 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。 

４ 部 会 長 は 、 部 会 の 会 務 を 掌 理 す る 。 

５ 部 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 当 該 部 会 に 属 す る 委 員 の う ち か ら あ ら か じ め 部 会 長 の 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務

を 行 う 。 

（ 委 員 の 責 務 ） 

第 五 条 委 員 は 、 条 例 第 五 条 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 の 指 定 を 申 請 し た も の （ 次 項 及 び 次 条 に お い て 「 申 請 団 体 」

と い う 。 ） に 対 し 、 指 定 管 理 者 の 選 定 に 関 す る 情 報 の 提 供 、 助 言 そ の 他 の 援 助 を 行 っ て は な ら な い 。 

２ 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 速 や か に 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

一 委 員 が 申 請 団 体 と 利 害 関 係 を 有 す る も の と 認 め ら れ る 場 合 

二 申 請 団 体 か ら 委 員 に 対 し 、 指 定 管 理 者 の 選 定 に 関 す る 働 き か け が あ っ た 場 合 

３ 委 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し 、 又 は 自 己 の 利 益 の た め に 使 用 し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も

同 様 と す る 。 

（ 委 員 の 除 斥 ） 

第 六 条 委 員 は 、 申 請 団 体 と 利 害 関 係 を 有 す る も の と 認 め ら れ る 場 合 は 、 そ の 職 務 の 執 行 か ら 除 斥 さ れ る 。 

（ 庶 務 ） 

第 七 条 選 定 委 員 会 の 庶 務 は 、 生 活 ・ 文 化 部 に お い て 処 理 す る 。 

（ 委 任 ） 

第 八 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 選 定 委 員 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 委 員 長 が 選 定 委 員 会 に 諮 っ て 定

め る 。 

附 則 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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三 重 県 農 林 水 産 団 体 検 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 一 年 六 月 十 六 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

三 重 県 規 則 第 五 十 四 号 

三 重 県 農 林 水 産 団 体 検 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

三 重 県 農 林 水 産 団 体 検 査 規 則 （ 平 成 八 年 三 重 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 一 条 第 一 号 中 「 （ 以 下 「 農 協 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 二 号 中 「 （ 以 下 「 農 業 共 済 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 同

条 第 三 号 中 「 （ 以 下 「 漁 協 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 四 号 中 「 （ 以 下 「 改 良 区 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 五 号

中 「 （ 以 下 「 森 林 組 合 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 同 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。 

十 二 犯 罪 利 用 預 金 口 座 等 に 係 る 資 金 に よ る 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 百 三 十

三 号 ） 第 三 十 六 条 の 規 定 に よ り 、 農 業 協 同 組 合 法 第 十 条 第 一 項 第 三 号 の 事 業 を 行 う 農 業 協 同 組 合 及 び 水 産 業

協 同 組 合 法 第 十 一 条 第 一 項 第 四 号 の 事 業 を 行 う 漁 業 協 同 組 合 に 対 し て 知 事 が 行 う 検 査 

第 三 条 中 「 農 協 、 農 業 共 済 、 漁 協 、 土 地 改 良 区 及 び 森 林 組 合 」 を 「 第 一 条 各 号 に 規 定 す る 団 体 」 に 改 め る 。 

第 一 号 様 式 中「犯罪による収益の移転防止に関する法律第 14 条の規定による検査」 を 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律第 14 条の規定による検査 

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に  に 改 め る 。 

関する法律第 36 条の規定による検査             」 

第 二 号 様 式 中「犯罪による収益の移転防止に関する法律第 14 条」 を 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律第 14 条 

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に  に 改 め る 。 

関する法律第 36 条                     」 

附 則 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 

安 濃 ダ ム 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 一 年 六 月 十 六 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

三 重 県 規 則 第 五 十 五 号 

安 濃 ダ ム 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

安 濃 ダ ム 管 理 規 則 （ 平 成 元 年 三 重 県 規 則 第 五 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 七 条 中 「 毎 年 四 月 二 十 七 日 」 を 「 毎 年 三 月 十 日 」 に 改 め る 。 

第 十 六 条 中 「 毎 秒 四 ・ 二 八 立 方 メ ー ト ル 」 を 「 毎 秒 三 ・ 八 七 立 方 メ ー ト ル 」 に 改 め る 。 

別 表 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。 

別 表 第 一 （ 第 十 条 関 係 ） 
 

期 間 
 

区 分 

３ 月 １ １ 日 か ら 

３ 月 ３ １ 日 ま で 

４ 月 １ 日 か ら 

５ 月 ７ 日 ま で 

５ 月 ８ 日 か ら

９ 月 ５ 日 ま で

９ 月 ６ 日 か ら 

１ ０ 月 ３ １ 日 

ま で 

１ １ 月 １ 日 か ら 

翌 年 

３ 月 １ ０ 日 ま で 

年 間 総 取 水 量

本 取 水 口 兼 注

水 用 取 水 口 （ 安

濃 ダ ム ） 

１ ． ８ ４ ３ ｍ ／ ｓ ９ ． ０ ４ ３ ｍ ／ ｓ ５ ． １ ２ ３ ｍ ／ ｓ ０ ． ５ ７ ３ ｍ ／ ｓ ０ ． ４ ８ ３ ｍ ／ ｓ ２ ５ 、 １ ０ ０

千 ３ ｍ 

訳
内 

本 取 水 

 

注 水 用 

１ ． １ ７ ３ ｍ ／ ｓ 

 

０ ． ６ ７ ３ ｍ ／ ｓ 

４ ． ６ ８ ３ ｍ ／ ｓ

 

４ ． ３ ６ ３ ｍ ／ ｓ

２ ． ９ ５ ３ ｍ ／ ｓ

 

２ ． １ ７ ３ ｍ ／ ｓ

０ ． ２ ９ ３ ｍ ／ ｓ

 

０ ． ２ ８ ３ ｍ ／ ｓ

０ ． ２ ２ ３ ｍ ／ ｓ 

 

０ ． ２ ６ ３ ｍ ／ ｓ 

１ ３ 、 ５ ０ ０

千 ３ ｍ 

１ １ 、 ６ ０ ０

千 ３ ｍ 

 

訳
内 

安 濃 川 注

水 量 

志 登 茂 川

注 水 量 

０ ． ５ ６ ３ ｍ ／ ｓ 

 

０ ． １ １ ３ ｍ ／ ｓ 

３ ． ８ ７ ３ ｍ ／ ｓ

 

０ ． ４ ９ ３ ｍ ／ ｓ

２ ． ０ ２ ３ ｍ ／ ｓ

 

０ ． １ ５ ３ ｍ ／ ｓ

０ ． ２ ６ ３ ｍ ／ ｓ

 

０ ． ０ ２ ３ ｍ ／ ｓ

０ ． ２ ４ ３ ｍ ／ ｓ 

 

０ ． ０ ２ ３ ｍ ／ ｓ 

１ １ 、 ４ ０ ０

千 ３ ｍ 

２ ０ ０ 千 ３ ｍ 

 

附 則 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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告 示 

 

三重県告示第 422 号 

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 29 条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定をする予

定である旨通知がありましたので、同法第 30 条の規定により告示します。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

第 1 1  保安林予定森林の所在場所 

多気郡大台町天ケ瀬字大生 339、340、341、342、字大生ノ上 498 

2  保安林指定の目的 

土砂の流出の防備 

3  指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 次の森林については、主伐は択伐による。 

字大生 339・字大生ノ上 498（以上 2 筆について次の図に示す部分に限る。） 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

次のとおりとする。 

第 2 1  保安林予定森林の所在場所 

多気郡大台町栗谷字トノ切 1239、1239 の 1 

2  保安林指定の目的 

土砂の流出の防備 

3  指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 次の森林については、主伐は択伐による。 

字トノ切 1239・1239 の 1（以上 2 筆について次の図に示す部分に限る。） 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は省略し、その図面及び関係書類を三重県環境森林部森林保全室及び大台町役

場に備え置いて縦覧に供します。） 

 

三重県告示第 423 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 6 条第 1 項の規定により下記の大規模

小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第 3 項の規定により次のとおり公告します。 

法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに団体にあっては代表者の氏名 2 

意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき

事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日から 4

月以内に三重県農水商工部商工振興室に到着するように提出してください。 

なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

平成 21 年 6 月 16 日 
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三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）ニトリ桑名店 

桑名市大字小貝須字柳原 455-1 ほか 

2  変更した事項 

大規模小売店舗の名称及び所在地 

変更前 （仮称）ニトリ桑名店  桑名市大字小貝須字柳原 455-1 ほか 

変更後 ニトリ桑名店      桑名市大字小貝須字柳原 455 番 1 

3  変更年月日 

平成 21 年 6 月 1 日 

4  変更する理由 

店舗名称の確定及び所在地の標記方法を土地表記と整合を図るため 

5  届出の日 

平成 21 年 5 月 29 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県農水商工部商工振興室 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

平成 21 年 6 月 16 日から同年 10 月 16 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

 

公 告 

 

国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ます。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  調査を行った者の名称 

鈴鹿市 

2  調査を行った期間 

平成 19 年 9 月から平成 20 年 9 月まで 

3  成果の名称 

鈴鹿市白子Ⅱの地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

鈴鹿市江島本町、白子一丁目、白子三丁目、白子駅前、白子本町及び江島町地内 

5  認証年月日 

平成 21 年 6 月 16 日 

 

国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ます。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  調査を行った者の名称 

伊賀市 

2  調査を行った期間 

平成 16 年 10 月から平成 18 年 3 月まで 

3  成果の名称 

伊賀市長谷①の一部の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 
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伊賀市霧生地内 

5  認証年月日 

平成 21 年 6 月 16 日 

 

特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 10 条第 1 項の規定により、特定非営利活動法人の設立の認

証の申請がありましたので、同条第 2 項の規定により、次のとおり公告します。 

なお、関係書類は、三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室に備え置いて、平成 21 年 8 月 8 日まで縦覧に

供します。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  申請のあった年月日 

平成 21 年 6 月 8 日 

2  申請に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

特定非営利活動法人ケアファーマー 

(2) 代表者の氏名 

藪内 伸介 

(3) 主たる事務所の所在地 

津市一志町井生 1838 番地 2 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、発展途上国農村部の農作者に対して、国内で農業の知識及び技術の教育を行い、日本農業の

魅力と可能性、必要性をアピールし、日本農家の後継者不足問題、人手不足問題と、発展途上国の農業問題、

食糧問題に貢献することを目的とする。 

 

特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 10 条第 1 項の規定により、特定非営利活動法人の設立の認

証の申請がありましたので、同条第 2 項の規定により、次のとおり公告します。 

なお、関係書類は、三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室に備え置いて、平成 21 年 8 月 8 日まで縦覧に

供します。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  申請のあった年月日 

平成 21 年 6 月 8 日 

2  申請に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

特定非営利活動法人不動産保全管理活性化協議会 

(2) 代表者の氏名 

川染 智騎 

(3) 主たる事務所の所在地 

松阪市嬉野中川新町三丁目 68 番地 3 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、多くの国民に対して、不動産に関する全般統合的な保全及び管理に関する知識・技術及び業

務の重要性を広く啓発・普及すると共に、過疎化地域（過疎化の予備的地域も含む）について前記活動及び

保全・管理・活性化の手助け等を行う事により、経済全体の発展に寄与することを目的とする。 

 

特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 10 条第 1 項の規定により、特定非営利活動法人の設立の認

証の申請がありましたので、同条第 2 項の規定により、次のとおり公告します。 

なお、関係書類は、三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室に備え置いて、平成 21 年 8 月 8 日まで縦覧に

供します。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 
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1  申請のあった年月日 

平成 21 年 6 月 8 日 

2  申請に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

特定非営利活動法人ＨＯＴ 

(2) 代表者の氏名 

辻 富子 

(3) 主たる事務所の所在地 

名張市矢川 164 番地 3 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、部落差別をはじめ、一切の差別撤廃と人権確立を図るため、調査、研究、啓発、人権相談、

要請活動等の事業を実施し、あらゆる人権問題の速やかな解決に寄与することを目的とする。 

 

特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 10 条第 1 項に規定する特定非営利活動法人の設立の認証を

行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 5 条第 1 項の規定

により、次のとおり公告します。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  認証年月日 

平成 21 年 6 月 8 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

特定非営利活動法人三重福祉音楽倶楽部遊友快 

(2) 代表者の氏名 

中村 孝司 

(3) 主たる事務所の所在地 

松阪市小津町 315 番地 

(4) 定款に記載された目的  

この法人は、高齢者、障害者に対して余暇活動の充実と、歌謡の楽しさを共有する事業を行い、もって社

会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。 

 

特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 25 条第 3 項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の

認証を行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 5 条第 1 項

の規定により、次のとおり公告します。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  認証年月日 

平成 21 年 6 月 8 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

特定非営利活動法人やまの風 

(2) 代表者の氏名 

笹尾 幸雄 

(3) 主たる事務所の所在地 

松阪市久保町 1855 番地 741 

(4) 定款に記載された目的   

この法人は、地域で生活する知的障害者およびその他障害者の方に対して、生活自立及び経済自立支援と

促進にともなう社会福祉に関する事業を行うと共に、伝統工芸である和紙作りを通して伝統を守り新たなる

創造を加えながら、社会の一員として、障害者の持つ生活障害や諸々に関する問題の緩和を図り、もって地

域福祉全般の福祉増進と和紙の伝統と更なる拡大に寄与することを目的とする。 
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特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 25 条第 3 項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の

認証を行いましたので、三重県特定非営利活動促進法等施行規則（平成 10 年三重県規則第 69 号）第 5 条第 1 項

の規定により、次のとおり公告します。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

1  認証年月日 

平成 21 年 6 月 8 日 

2  認証に係る特定非営利活動法人の名称等 

(1) 名称 

特定非営利活動法人クレインボクシングジム 

(2) 代表者の氏名 

阪 佑子 

(3) 主たる事務所の所在地 

鈴鹿市神戸八丁目 6 番 9 号 

(4) 定款に記載された目的 

この法人は、スポーツを通じて青少年の健全育成や老齢者の健康増進・福祉に寄与することを目的とする。 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 16 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任

の届出がありました。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

 雲出揚溝土地改良区（津市雲出本郷町 1388 番地 1） 

 退任理事 

 津市雲出長常町 799 番地 木 崎 孝 一 

  〃  〃 島貫町 1018 番地 1 倉 田   勝 

  〃 〃 本郷町 1248 番地 1 服 部 隆 昭 

   〃 〃 長常町 787 番地 3 中 川 秀 志 

〃 〃   〃 991 番地 1 白 藤 通 久 

  〃 〃 伊倉津町 106 番地 1 和 田 守 郎 

   〃 〃 島貫町 1501 番地 4 原 田 秀 夫 

  〃 〃   〃 130 番地 1 近 藤   貢 

  〃 高茶屋一丁目 31 番地 9 号 奥 山   衛 

  〃 香良洲町 76 番地 6 川 北 禮 一 

 退任監事 

 津市雲出本郷町 1268 番地 別 所 静 男 

  〃  〃 長常町 1004 番地 勝 谷 清 秀 

  〃 〃 島貫町 488 番地 3 原 田 直 樹 

就任理事 

津市雲出長常町 931 番地 2 白 藤 哲 男 

〃 〃 本郷町 1512 番地 2 北 村 尚 敏 

〃 〃   〃 353 番地 鈴 木   登 

〃 〃 長常町 626 番地 29 勝 谷 寛 之 

〃 〃 伊倉津町 94 番地 1 和 田 良 保 

〃 〃 島貫町 772 番地 3 村 島 重 典 

〃 〃   〃 130 番地 1 近 藤   貢 

〃 〃   〃 1646 番地 2 尾 崎 竹 男 

〃 高茶屋小森町 917 番地 堤   武 和 

〃 香良洲町 266 番地 1 長谷川 和 男 

就任監事 
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 津市雲出島貫町 1476 番地 2 原 田   博 

  〃  〃   〃 1226 番地 2 服 部   健 

  〃 〃 長常町 787 番地 3 中 川 秀 志 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 16 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任

の届出がありました。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

 雲出川土地改良区連合（津市高茶屋小森字向山 1732 番地 11） 

 退任理事 

 津市白山町南家城 959 番地 松 森 久 志 

  〃 一志町石橋 272 番地 辻 村 唯 司 

  〃  〃 井生 1841 番地 前 山   寛 

   〃  〃 八太 895 番地 瀧 川   清 

  〃 藤方 1094 番地 1 木 下 榮 雄 

  松阪市肥留町 466 番地 石 井 清 美 

 退任監事 

 津市戸木町 1821 番地 小 田 孝 義 

   〃 一志町高野 1112 番地 稲 垣   隆 

 松阪市小津町 551 番地 堀     登 

就任理事 

 津市白山町南家城 959 番地 松 森 久 志 

  〃 一志町石橋 272 番地 辻 村 唯 司 

  〃  〃 井生 1841 番地 前 山   寛 

   〃  〃 八太 895 番地 瀧 川   清 

  〃 藤方 1094 番地 1 木 下 榮 雄 

  松阪市肥留町 466 番地 石 井 清 美 

 就任監事 

 津市戸木町 1821 番地 小 田 孝 義 

  松阪市小津町 551 番地 堀     登 

 津市白山町川口 2791 番地 4 杉 本 穂 積 

 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次

のとおり完了しました。 

平成 21 年 6 月 16 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

平成 21 年 

5 月 18 日 

いなべ市員弁町上笠田字北野 2503－2 の内ほか 10

筆 

鈴鹿市岡田 2 丁目 7－23 

太洋不動産株式会社 

代表取締役 高 橋  茂 

平成 21 年 

5 月 19 日 
三重郡菰野町大字千草字鯉ヶ鼻 7331－2 

三重郡菰野町大字菰野 8942 レジデンスオーガイ

ト 205 

前 川 勝 人 

前 川 弥 生 

平成 21 年 

5 月 20 日 
桑名市多度町南之郷字八之市 531－2 

桑名市長島町又木 84－8ＷＩＮＳ3Ａ号 

平 野 徳 朗 

平成 21 年 

5 月 21 日 
三重郡川越町大字当新田字下之割 336 

桑名市大字小貝須 828 

水 谷  正 

平成 21 年 

5 月 25 日 
伊賀市緑ケ丘本町 1712－3 ほか 1 筆 

伊賀市緑ケ丘南町 2332 

上野ハウス株式会社 

代表取締役  中 勇 吉 

平成 21 年 

5 月 26 日 
三重郡菰野町大字下村字榿 1434－1 

四日市市楠町本郷 1617－1 

瀬 古 喬 平 
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平成 21 年 

5 月 27 日 

多気郡多気町五佐奈字西沖 1131－1 の一部ほか 22

筆 

多気郡明和町大字坂本 1240－3 

多気郡農業協同組合 

代表理事組合長 辻  正 信 
 

 

 

 

正 誤 

 

平成 21 年 3 月 31 日付け三重県公報号外に登載しました、公安委員会関係三重県個人情報保護条例施行規則の

一部を改正する規則中 

ページ 行 誤 正 

35 2    照会しました  照会しましたあなた 

35 5    照会しました  照会しましたあなた 

35   下から 29  三重県知事   三重県公安委員会 

35   下から 25  三重県知事   三重県公安委員会 

35   下から 16  三重県知事   三重県公安委員会 

35   下から 14  三重県知事   三重県公安委員会 
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発行  三  重  県 

三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書室 
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